
●諸室（研修室１・２・３、和室、会議室、 

視聴覚ライブラリー室）ご利用のお客様へ 

（必ずお読みください） 

 

※広域文化展示室をご利用の方は、「広域文化展示室 ご利用のお客様へ」を 

ご確認ください。 

 

１．仮予約のお願い 

 １）大・小ホールを除く研修室等のご利用にあたりましては、久喜市公共施

設予約サービスによる利用者登録をされ、利用者端末により仮予約をされ

るようお願いいたします（詳細については久喜市公共施設予約サービス利

用者ガイドブックを参照してください）。 

 

２）休館日は、毎月第 4 火曜日（ただし、第 4 火曜日が国民の祝日にあたる

ときはその翌日）、年末年始（12 月 28 日から 1 月 4 日まで）なお、設備点

検等のため臨時に休館することがあります。 

※災害やその他事故により施設管理者が必要と判断し臨時休館とした場合、

利用者・入場者及び出品物等に生じた損害についての賠償はいたしません。 

 

２．利用前のお願い 

 １）利用責任者は、ご利用開始前に会館事務所へお越しください。 

なお、使用料は、当日の利用時間までにお支払いください。お支払いと同

時に「利用許可書兼領収書」を発行します。 

  

 ２）ご利用をキャンセルされる場合、一度お支払いいただいた使用料は、条

例に規定された場合以外は還付できませんのでご了承ください。 

 

 ３）夜間の時間帯でご利用される場合、あらかじめお申し出がないとセッテ

ィングの都合でご利用いただけない附属設備等もありますので、利用の予

定がある場合には、前日までに会館事務所にご連絡ください。 

 

４）「フロアマップ」、「バリアフリー設備見取り図」、「久喜市内循環バス時刻

表」等は、当館のホームページの「各種ダウンロード」よりダウンロードい

ただくか、会館事務所へおたずねください。 

 

  久喜総合文化会館ホームページ 総合トップ https://www.kuki-bunka.jp/ 

＞久喜総合文化会館＞＞各種ダウンロード 

 



３．利用にあたってのお願い（当日） 

 １）利用責任者の方は、ご利用開始前に「利用許可書」を会館事務所に提示

してください。 

 

 ２）受付にて、ご利用前に、「Ａ４のカードケース（ご利用のお客様へお願い）」

をお渡しします。必ず内容をご確認ください。また、施設の利用が終了し

たら、ご利用前にお渡しした「Ａ４のカードケース」を会館事務所へお返

しください。 

 

 ３）各部屋の定員数は、お守りください。 

 

 ４）廊下等に長机や椅子等を出して、占有しないでください。受付は、室内  

   へ設置してください。 

   また、廊下等のコンセントは使用できませんので、室内のコンセントを

ご使用ください。（有料） 

 

 ５）搬入した物品等は、利用者の責任において管理してください。 

  

６）ご利用時間には、準備、片付けの時間も含まれます。利用時間前の準備や

利用時間を過ぎての片付け等がないようお願いいたします。 

 

 ７）壁や柱等に掲示物を貼らないようお願いします。会館備え付けの移動掲

示板がありますので、必要な場合は会館事務所までお申し出ください。 

 

 ８）使用した長机、椅子等の附属設備等は、利用終了後には元の状態に戻し

てください。 

 

 ９）附属設備等使用料は、使用する附属設備等の使用数が確定し次第ご連絡

しますので、終演時までに、会館事務所窓口において精算してください。 

 

 １０）会議室、和室、広域文化展示室、視聴覚ライブラリー室、研修室３は、

防音設備を備えていませんので、楽器演奏、CD 等の再生等、他の利用者の

迷惑となるような音は出さないようお願いいたします。 

 

１１）仮設電話等の敷設はお断りしております。 

 

 １２）当館は令和２年４月 1 日より敷地内禁煙となっております。喫煙は決

められた場所（特定屋外喫煙場所）にてお願いいたします。 

  ※場所につきましては、ご利用当日に会館事務所へおたずねください。 

 



１３）会館を利用する際に、宅配便等により荷物を会館事務所まで発送される

方がおりますが、原則として利用責任者の方が来館されていない場合は、保

管場所等の問題があるためお預かりしかねます。 

やむを得ない場合、会館事務所へ、事前の連絡を入れた上で、利用責任者

が来館される時間、または前日の夜間の時間指定で届くよう手配してくださ

い。また、事前の連絡がない場合、荷物を受け取れませんので、ご了承くだ

さい。 

  ※宛名に久喜総合文化会館の後に、団体名と担当者名を入れてください。 

 

 １４）利用を許可した後に、利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、ま

たは利用を取り消すことがありますのでご承知おきください。 

  ・偽りその他不正な事故により許可を受けた事実が明らかになったとき 

  ・公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき 

  ・施設・設備または物品を損傷するおそれがあると認められるとき 

  ・施設等の管理上支障があると認められるとき 

  ・許可の条件に違反したとき 

  ・許可を受けた目的以外に会館を利用若しくは転貸し、またはその権利を

譲渡したとき 

 

以上、ご利用にあたり、会館パンフレット内の「ご利用までの手順」も併せて

ご確認ください。 

 

 ※ご不明な点がございましたら、会館事務所までお問い合わせください。 

 

 

                    久喜総合文化会館 

           〒３４６－００２２ 埼玉県久喜市下早見１４０番地 

ＴＥＬ ０４８０－２１－１７９９ 

ＦＡＸ ０４８０－２３－６４８８ 

●当館へご連絡の際、番号をよくご確認いただき、おかけ間違えのないようお願い申し上げます。 

 

 

更新：2020.5.23 


